
い
、
念
じ

、
絶
対
帰
依

の
念
を
捧
げ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
行
が

9

こ

の

よ

う

に
し

て

生

じ

来

る

の

は

、

全

く

、

彌

陀

の

限

り

な

い
慈

悲

力

に

ょ

る

の
で

あ

る
。

入
唐
求
法
礼
行
記

に
見
る
円
仁

長
安

在
申
の
仏
教

に
つ
い
て林

照

秀

慈
覚
大
師
円
仁

は

日

本
天
台
宗
の
人
で
、
大
同
三
年
出
家
、

伝
教
大
師
を
師
に
持

ち
十
五
才

の
噂

に
師
の
門
に
入
る
。
承
和
五

年

に
遣

唐
使
藤
原
常
嗣

に
従

つ
て
入
唐
し
、
開
成
三
年
揚
州
府

に

至
り
、
到

諸

道

、

遍

謁

名

徳

、

受

学

顕

密

。
を
し
、
承
和

十
四
年

九
月
帰
朝
す
。
こ
の
入
唐
し
た
時

の
旅
行
記
が
入
唐
求
法

巡
礼
行

記
で
四
巻
か
ら
な

つ
て
い
る
。

旅
行

記
を
開
く
と
承
和
五
年
六
月
十
三
日
よ
り
筆
が

と
ら
れ
、

長
安

に
は
開
成
五
年
八
月
二
十
日
か
ら
会
昌
五
年
五
月

十
五
日
ま

で
滞
在

し
て

い
る
。

こ
の
滞
在
中
円
仁

は
、
中
国
仏
教
史
上
有
名

な

三
武

一
宗
の
法
難
と
し
て
誰
れ

に
で
も
知

ら
れ
て

い
る
。
唐
武

宗
の
廃
仏

に
出
逢

い
身
を
持

つ
て
体
験

し
、
そ
の
惨
状
を
親
し
く

見

て
仏
教

の
状
況
を
細
か
く
記
し
て

い
る
。

で
は
武
宗
の
廃
仏
に
関
係
あ

る
と
見
ら

れ
る
初
の
記
事

は
、

「

入
唐

求
法
巡
礼
行
記
」
矛
三
巻
会
昌
元
年

六
月
十

一
臼
の
条

で
あ

る
。こ

の
月

の
今
上
誕
生
日
は
慣
例

に
よ
つ
て
内
裏
で
僧

・
道
士
供

養

を
受
け

、
両
教
代
表

で
教
義
討
論
が
な

さ
れ
道
士
二
人
は
紫
衣

を

賜
わ
り
、
僧
は

一
人

も
賜
わ
ら
な

か
つ
た
。
又
南
天
竺
の
宝
月

三
蔵
、
帝

に
直
接
帰
国
許

可
願
を
さ
し
だ

し
た
の
を
越
官
罪

に
問

い
、
三
蔵

の
弟
子
達
は
棒
で
打
た
れ
三
蔵

は
帰
国
を
許

さ
れ
ず
。

こ
の
よ
う
に
、
帝

の
仏
教
攻
撃
が
な
さ

れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

翌
年
三
月
三
日

に
は

「
李
宰
相
聞

奏

僧

尼

条

疏

勅

下

、

発

遣

保

外

無

名

僧

不

許

置

童

子

沙

彌

」
と
、
宰
相

の
僧
尼
整

理
案
提
出

に
よ
り
現
状
以
上

に
僧
尼
増
加

の
出
来

ぬ
よ
う

に
し
た
。

六
月

の
今
上
誕
生
節

の
宮

廷

に
お
け

る
僧
、
道
の
御
前
講
義

に

も
、
道
士
の
み
紫
衣
を
賜
わ
る
。

十
月

の
勅

で
は
、
呪
術
や
身
上
杖
痕
な

ど
前
過
者

の
し
る
し
の

あ

る
僧
、
戒
行
を
修
せ
な

い
者
す
べ
て
還

俗
さ

せ
よ
。
又

「
若
僧

尼

有

銭

物

及

穀

斗

田

地

庄

園

収

納

官

、

如

惜

銭

財

情

一88桝



願
還

俗

、

玄

亦

任

勤

還

俗

、

充

入

両

税
揺

役

。

」

と

命

じ
て

い
る
。

翌
年

一
月
迄

に
長
安

の
左
右
街
功
徳
使

に
よ
つ
て
調
査
さ
れ
、

年
令
老
衰
し
た
老
、
戒
行
精
進
な
る
者
を
除
い
て
、
資
材
を
愛
惜

し
て
自

ら
還
俗
し
た
者
は
、
左
街
功
徳
使
管
下
で
は

一
二
三
二
人
、

右
街
功
徳
使
管
下
で
は
二
二
五
九
人
と
報
告
。
円
仁
が

い
た
資
聖

寺
の
み

で
も
三
十
七
人
が
還
俗
。

こ
の
よ
う
に
真
の
求
道
心
に
て

出
家

し
て
い
な
い
も
の
が
ず

い
ぶ
ん
あ
つ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

の
還
俗
者

は
再
び
寺

に
入
る
こ
と
を
得
ず
。
又
保
外

に
追
放
し
た

僧

尼
は
京

に
入
つ
て
住
居
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
。
と
二
月

に
勅
が

で
て

い
る
。

円
仁

は
会
昌
二
年
三
月
十
二
日
の
条

に
、
長
安
城
中

の
回
鶻
族

数
百
人

を
斬

殺
す
る
勅
令
が
で
て

、
尚
諸
州
府
で
も
同
様
に
せ
よ

と
、
発
布

せ
ら
れ
た
と
書
い
て
い
る
。

こ
れ
は
回
、鶻

族
が
中
国
の

北
境

に
侵
入
し
、
戦

い
が
以
前

よ
り
あ
り
、
北
方

か
ら
の
回
鶻

の

脅
威
は
長
安

に
は
安
心
で
き
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

会
昌

三
年
四
月

の
勅
に
て
騒
中

の
マ
ニ
教
の
僧
が
、
剃

髪
さ
れ

袈
沙
を

つ
け
沙
門
の
形

に
て
殺
さ
れ
て

い
る
。

こ
れ
は
回
鶻
が

マ

ニ
教
を
奉
じ
て

い
た
か
ら
で
、
沙
門
の
形
に
し
て
殺
し
た
の
は
仏

教

に
対
す
る
憎
悪

の
た
め
だ
ろ

う
。

河
北
道
酪
府
節
度
使
劃
健
簡

の
判
乱

に
て
、
長
安

に
い
た
貉
府

の
役
人
を
捕
え
よ
う
と
し
た
け
れ
ど
逃
亡
さ
れ
、
そ

の
隠
れ
場
所

が
寺
と
の
報
道

に
よ
り
、
帝
は
城
中

は
云

う
ま
で
も
な
く
、
全
国

の
寺

に
僧

の
公
式

に
登
録
せ
ら
れ
て

い
な

い
老
全
部

を
還
俗
さ
せ
、

新
僧
は
尽
く
捕
え
長
安

に
送

つ
て
殺
し
た
。
殺
さ
れ
た
新
僧

は
三

百
余
人

に
逮
し
て

い
る
。

会
昌
四
年

正
月

に
は
、
三
長
斎
月

に
殺
生

を
禁
じ
て

い
た
法
令

が
、
三
元
月

に
殺
生
を
禁
じ
る
と
さ
れ

た
。

こ
れ
は
従
来
仏
教
が

作

つ
た
三
斎
月
を
道
教

に
よ
る
三
元
月

に
か
え

た
の
で
あ
り
、
帝

の
道
教
.へ
の
偏
信
が
強

力

に
な

つ
て
き

た
。

三
月

に
は
仏
牙
供
養
が
厳
禁
、
又
山
西
五

台
山
、
泗
州
普
光
寺
、

長
安
終
南
山

の
五
台
、
鳳
翔
法
門
寺
等

の
巡
礼
を
禁
止
、

「
今
緩

一
切
こ
れ

ら
に

一
銭

の
布
施
を
し
た
も
の
も
、
僧
尼
に
て
こ
れ
を

受
け
た
も
の
も
、
杖
二
十

に
処
す
。
こ
れ

は
右
の
四
処

に
先
・の
酪

府

の
役
人
が
隠
れ
て

い
る
か
も

し
れ
な
い
か
ら
で
、
こ
こ
に
行
く

僧

で
公
式
証
明
書
の
な

い
老
は
見

つ
け
次

才
直
ち
に
殺
し
て
し
ま

え
り
」

と
い
う
強
烈
な
勅

で
あ
る
。

宮
廷
の
道
教
道
場

で
は
四
月

か
ら
約
三
月
半
迄
、
銘

府

の
討
伐

_...g9



の
・成
功

を
祈
る
祭
り
が
道
士

に
ょ
つ
て
続
け
ら
れ
、
宮
中

に
従
前

か
ら
安
置
さ
れ
て
い
た
仏
像

は
毀
た
れ
、
仏
経
は
焼

か
扎
、
念
持

僧

は
追

い
出
さ
れ
、
代

つ
て
天
尊
老
君
縁
が
祭
ら
れ

た
。

六
月

の
皇
帝
誕
生
艮
に
は
僧

は

一
人
も
招
か
れ
ず

、
道
士
の
み

招
か
れ

た
。

そ
し
て
つ
い
に
七
月

に
仏
寺
廃
毀

の
実
動
に
な
り
、
全
国
の
山

房
蘭
若

、
普
通
院
、
仏
裳
、
斎
堂
等
、
民
間

の
集
ま
る
小
仏
堂

に

て
二
百
間
未
満

の
公
式
寺
額
の
な

い
も
の
毀
ち
、
そ
の
僧
尼
を
還

俗
さ
せ
、
揺
役

に
充
て
た
。
長
安
城
内

で
も
三
万
余

の
仏
堂
が
地

方
犬
寺

に
匹
敵

す
る
立
派
な
も

の
だ

つ
た
が
毀
さ
れ
、
尊
勝
陀
羅

尼
の
石
撞
、
僧
墓
な
ど
又
折
せ
ら
れ
た
。

会
昌

五
年
三
月
三
日
、
仏
寺
は
荘
園
を
置
く

こ
と
を
許
さ
ず
。

寺
有
の
奴
婢
及
び
寺
舎

の
財
産
を
検
察
せ
し
め
、
仏
寺

の
経
済
的

根
拠
を
破
壊
し
さ
ろ
う
と
し
て

い
る
。

長
安

の
寺
の
奴
婢
は
三
等

に
分
ち
、
諸
寺

の
銭
物
、
奴
婢
貨
売

の
銭
は
全
て
官

に
没
収

し
た
。
又
僧
尼
四
十
才
以
下
、
還
俗
せ
し

め
、
数
日
後
、
五
十
才
以
下
の
全
て
の
僧
尼
、
五
十
才
以
上
で
も

祠
部
牒

な
き
者
全
部
を
還
俗

せ
し
め
る
と
命
ぜ
ら
れ
、
仏
教
界

は

大
恐
慌
と
な

つ
た
。
長
安

で
は
四
月

一
匳
か
ら
十
五
日
遙
四
十
才

以
下
の
僧

尼
を
還
俗
さ

せ
、
十
六
日
か
ら
五
月
十

日
迄
五
十
才
以

下

の
僧
尼
を
還
俗
さ
せ
、
十

一
日
か
ら
五
十
才
以
上

の
無
祠
部
牒

者
を
還
俗
さ
す
、
と
い
う
も

の
の
そ

の
牒

に
少
し
で
も
汚
点
あ
る

も

の
は
容
赦
な
く
還

俗
せ
し
め
る
厳
し
さ

を
極

め
た
。
そ

し
て
つ

い
に
、
外
国
僧
も
唐
の
度
牒
な
き
者
は
還

俗
さ
せ
て
本
国

に
帰

す

こ
と

と
な
り
、

円
仁

も
度
牒
な
き
た
め
、
還
俗
者

と
し
て
長
安

か
ら
強
制
帰
国

の
途

に
つ
か
ざ
る
を
得
な

く
な
り
、
五
月
十
五
β

俗
衣

に
て
密

か
に
城
中

を
出

で
て
帰
国

の
途

に
つ
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ

う
に
仏
教
攻
撃
は
ま
だ
ま
だ
続
く
が
、
枚
数

の
制
限
も

あ
り
、
充
分
述

べ
ら
れ
な

い
け
れ
ど
も
大
体
以
上
で
円
仁
長
安
在

中

の
仏
教
状
況
が
わ

か
る
と
思
う
。

即
ち
、
会
昌
元
年
か
ら
五
年

間
、
じ
よ
じ
よ
に
仏
寺
、
仏
嫁

、

経
典
等
を
毀
さ
れ

、
う
ず

め
ら
れ
、
焼
か
れ
、
僧

尼
は
ほ
と
ん
ど

還

俗
さ
せ
ら
れ
、
又
殺
さ
れ
も
し
て
徹
底

し
た
仏
教
攻
撃
で
あ

つ

た
の
で
あ
る
。

で

は
最
餃

に
、
こ
の
原
因
を

一
、

二
述

べ
る
と
、
帝
の
道
教
信

仰
。
寺
塔
の
造

立
。

国
家

的
仏
教
行
事

の
国
費
負
担
蒲
価
役
免
除

の

僧
尼
と
仏
寺
領
有
の
土
地
増
加
等

の
国
家

財
政

の
貧
窮
、
僧
尼

の
堕

落
の
仏
教
々
団
自
体

の
宗
教
的
主
体
鯛
の
失
い
つ
つ
あ
つ
た
と
こ
ろ
に
あ
ゑ
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